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〈資料紹介３０〉能下・山脇家の高札
本年８月 22日、山脇方貴氏より、山脇家所蔵の古文書（山脇家文書）573点と木製の高札

こうさつ

１点を寄贈していただきました。古文書は、『相生市史』編纂に関わって 1980年代に整理

されていましたが、高札はこれまで知られていなかった資料です。

高札は、掟・禁制などを板に書き、これを高札場に掲げ、その趣旨を迅速に人々に周
おきて こうさつば

知させるものです。江戸時代に民衆支配の手段の一つとして用いられた高札は、明治新政

府になっても継承されました。

山脇家が所蔵していた高札はヒノキまたはスギの板材で、低い山形を呈し、高さは中央

で約 44cm、両端で約 40cm、幅約 103cm、厚さ約３ cmを測ります。上部中央に吊り金具、
つ

裏面の両側中ほどに棒状角材の添木が取り付けられています。
そ え ぎ

山脇家の高札

表面の墨書は、下部を除くと比較的鮮明で、解読が可能です。本年度の兵庫県立大学附

属中学校の「トライやる・ウィーク」（11 月 13 日～ 15 日）において、当資料館で活動し

た生徒３名（天川 颯・谷瑠心奈・谷口絆琉）が、指導ボランティア（当資料館職員）の
そう る み な は る

指導・助言を受けながら、翻刻に挑戦しました。
ほんこく

中学校の歴史教科書に掲載されている「五榜の掲示」に関わる史料であることから、あ

らかじめ教科書で「五榜の掲示」の大意と時代背景を学んだ後、『近世 古文書解読字典』（柏

書房）・『くずし字用例辞典』（東京堂出版）などを使って解読を進めていきました。



山脇家の高札 翻刻

慶應４年（1868 年）３月 15 日、明治の新政府は、太政官布告第 158 号によって、旧幕
けいおう だじようかんふこく

府時代の高札の破棄と「五榜の掲示」（５枚の太政官札の掲示）を命じました。第１札は五倫
ご ぼ う ご り ん

の道＊の遵 守、第２札は徒党・強訴・逃 散の禁止、第３札は切支丹邪宗門の禁制で、永
じゆんしゆ と と う ご う そ ちようさん きりしたんじやしゆうもん

年掲示の定三札とされました。第４札は外国人への危害禁止、第５札は脱籍・浮浪の禁止
だつせき ふ ろ う

で、覚 書とされました。新政府の暫定的な姿勢を示したもので、旧幕府の民衆政策とほ
おぼえがき ざんていてき

とんど変わらず、江戸時代の統制をそのまま踏 襲した内容になっています（明治６年（1873
とうしゆう

年）に撤去）。

新政府は「五榜の掲示」に示された内容を諸藩にも出させました。幕末期、能下村は安志藩
あんじはん

（現姫路市安富町）小笠原氏の支配地で、山脇家は村の年寄役（村役人）を務めていまし
おがさわら としよりやく

た（明治期には戸長となる）。本高札は、「五榜の掲示」に示された「定」を村人に伝達
こちよう さだめ

・周知させるため、「安志藩 知事」の名で、山脇家近くの高札場に掲げられたものと考

えられます。

当初の「五榜の掲示」第３札

では「切支丹邪宗門」と一括り
ひとくく

で表現されていましたが、この

高札では「切支丹宗門」と「邪

宗門」とに分け別条になってい

ることから、閏４月４日の改正
うるう

以降に掲げられたものと考えら

れます。

本高札は、「トライやる・ウィ

ーク」最終日の 11月 15日から、

当資料館２階展示室で常設展示

しています。ご来館いただき、

ぜひ近くでご観覧ください。 常設展示されている山脇家の高札

＊ 五倫の道…儒教において、人として守るべき５つの道徳（父子の親・君臣の義・夫婦の別・長幼の序・朋友の信）
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